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            対象法人・施設 

              法 人  社会福祉法人天水福祉事業会 

              施 設  小 天 保 育 園   

                   小 天 東 保 育 園 他 

                    

            対象年度  （平成２５年度） 

               自  平成２５年 ４月 １日 

               至  平成２６年 ３月３１日 

 

 

 

同法人の監事  大 村 和 明 

                     三 村 大 和 

                     



監 査 報 告 書 

 

   私達は、社会福祉事業第４０条の規定に基づき、社会福祉法人天水福祉事業会の 

  平成２５年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査を行い、 

  その結果次の通り報告する。 

 

 

 日 時  平成２６年 ５月２４日 

 

 場 所  熊本県玉名市天水町小天６６３８番地 小天保育園 会議室 

 

 対 象  社会福祉法人天水福祉事業会及び同法人が経営する玉名市天水町小天 

      ６６３８番地所在の第二種社会福祉施設である小天保育園、若宮児童館、 

      若宮児童ｸﾗﾌﾞ、ニコニコハウス、並びに玉名市天水町小天２９６８－１ 

番地所在の第二種社会福祉施設である小天東保育園、ｵﾚﾝｼﾞｷｯｽﾞ児童館、 

ｵﾚﾝｼﾞｷｯｽﾞ児童ｸﾗﾌﾞ 

 

 対象年度 自 平成２５年 ４月 １日 

      至 平成２６年 ３月３１日 

 

 立会人  同法人理事長 國友 龍氏及び副園長 國友久美子氏 

 

 目 的  １．本部会計並びに施設会計の経理状況 

      ２．法人運営及び施設運営全般について 

 

 監査方法の概要 

（１）業務監査の為、理事及び各業務執行部門から業務報告の聴取 

        理事会議事録等重要書類の閲覧、その他必要と認めた方法を 

        用いて理事の業務執行の妥当性を検討した。 

 

 



（２）会計監査の為、理事長から提出された事業報告書、財産目録 

        貸借対照表、及び収支計算書他について、帳簿書類の閲覧及 

        び照合、理事並びに関係部門からの報告の聴取、その他必要 

と認めた方法を用いて決算書類の正確性を調査した。 

 

 監査結果 

   総 評 

    今般、社会福祉法人天水福祉事業会及び小天保育園、若宮児童館、若宮児童ｸﾗﾌﾞ、

ニコニコハウス、並びに小天東保育園、ｵﾚﾝｼﾞｷｯｽﾞ児童館、ｵﾚﾝｼﾞｷｯｽﾞ児童ｸﾗﾌﾞを監査

したが、全体的に本部、施設とも概ね良好であると言える。 

    平成２５年度より、会計については税理士事務所と業務委託契約を行ってある。初

めての試みであるが、予想以上に順調に連携が進み、これまでの経理事務にない、安

定感と正確性、信ぴょう性が備わった経理になったように感じる。昨年同様、小天保

育園の当期活動収支差額、小天東保育園の当期資金収支差額がマイナスとなっている

点については、監査指摘事項でもあった、運営費の３０％を超える分の是正指導を受

けての過大な積み立てを行うなどの対応が原因かと思われる。税理士の方とさらなる

連携をとりつつ、今後は赤字にならないよう細心の注意を払っていただきたい。 

    児童館については、若宮児童館・利用者数のさらなる増加を期待する。児童クラブ

については、年度の前半に支出を抑えすぎている部分がみられるので、見通しがつけ

にくいところはあるが、可能な限り利用者の為に必要な物品等の購入や環境整備に、

支出を購入しても良いと思われる。 

ニコニコハウスについては利用者が安定してきてはいるものの、多少の減が感じら

れるのでより一層の頑張りを期待する。 

平成２６年度については、障害者福祉部門が加わり、より煩雑な会計体型になる。

児童福祉会計も新会計基準に移行するとのことであるが、法人理事会等の運営や経理

を中心とした事務については大変重要な法人の核となるものであるため、事務局体制

のさらなる強化を期待する。 

    

施設運営について 

   良好に運営されている。事業報告の内容は事実に相違ないものと認める。施設ご 

とに努力のあとが伺える内容となっている。 



尚、普段より保育園及び各施設において適切な関係書類の作成や提出に努めていた 

だきたい。そうすることで、今後、どのような状況になろうとも計画性をもった運営 

ができることと思われる。 

各施設、それぞれにおいての制度の動きに翻弄されないよう地に根を張ったような

安定した運営を行い、地域社会の向上発展のために飛躍を期待する。 

 

   法人運営について 

    国のエンゼルプランを受けて、種々の事業に取り組まれ、夫々に沢山の成果を上げ

られた事は、大変喜ばしい事である。社会福祉法人の存在価値が社会から見直され始

めた昨今であるが、今後も国の福祉政策にのっとり、さらには先駆的な事業にも挑戦

され、他の社会福祉法人の見本となることで国家・社会に貢献され、益々の飛躍を期

待したい。 

  理事の業務執行は、法令及び定款に従い、適法に行われており、指摘、不備、 

   不正の事実はないものと認める。 

 

   証拠書類保管について 

     証拠書類は、整理整頓され、照合の結果相違ないことを認める。  

     又、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、正確であり本会の財産の状況や支 

    出の状況を正しく示しているものと認める。また、経費節減についても努力の跡が 

    うかがわれる。全体として良好である。 

 

 

    上記のとおり報告致します。 

 

   平成２６年 ５月２４日 

 

      同法人  監 事            ㊞ 

           監 事            ㊞ 


